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【本日の目次】 

1.市場トピックス 

  ◆新規上場のお知らせ 

2.市況情報 

  ◆本日の株価指標等 

  ◆ランキング情報 

  ◆前・後場概況 

3. 証券取引等監視委員会からの寄稿 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

※ 以下については、証券取引等監視委員会のホームページ掲載にあたり、上 

記目次 3.を抜粋しております。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

3. 証券取引等監視委員会からの寄稿 

  投稿 No85 

            証券検査について（２） 

            証券取引等監視委員会事務局 総務課長 河野 一郎 

 今回は、「法人関係情報の管理」について説明したいと思います。 

１．概要 

（１）法人関係情報とは、 

  i）上場会社等の運営、業務又は財産に関する公表されていない重要な情報 

  であって顧客の投資判断に影響を及ぼすと認められるもの 

 ii）公開買付け等の実施・中止の決定に係る公表されていない情報 

  をいいます（金融商品取引業等に関する内閣府令（以下、「業府令」とい 

    う。）第１条第４項第 14 号）。 

（２）金融商品取引業者等は、その取り扱う法人関係情報に関する管理や顧客 

  の有価証券の売買等に関する管理について、法人関係情報に係る不公正な 

  取引の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じるよう求められていま 

  す（金商法第 40 条第２項、業府令第 123 条第１項第５号）。 



   業務上知りえた法人関係情報が営業部店等に流れインサイダー取引に利 

  用されることのないよう、チャイニーズ・ウォール（情報障壁）の再確認 

  等、情報管理の徹底・充実が必要です。 

（３）また、金融商品取引業者等又はその役職員は、法人関係情報を利用した 

  次の取引等は禁止されています。 

  i）有価証券の売買等やその媒介・取次ぎ・代理について、顧客に対して当 

  該有価証券の発行者の法人関係情報を提供して勧誘する行為（金商法第 38 

  条第７号、業府令第 117 条第１項第 14 号）。 

 ii）株式発行等の引受者の募集について、その募集する有価証券に対する投 

  資者の需要の見込みに関する調査を行う場合において、必要な措置を講ず 

  ることなく、調査対象者等に対し、当該募集に係る法人関係情報を提供す 

  る行為（同項第 15 号）。 

 iii）法人関係情報に基づいて、自己の計算において当該法人関係情報に係る 

  有価証券の売買等をする行為（同項第 16 号）。 

  なお、金融商品取引業者等又はその役職員は、顧客の有価証券の売買等が 

 インサイダー取引規制（金商法第 166 条第１・３項、第 167 条第１・３項）に 

  違反すること又は違反するおそれのあることを知りながら、当該有価証券の 

  売買等の受託等をする行為も禁止されています（同項第 13 号）。 

２．事例 

  証券監視委は、証券検査の結果、問題点が認められた金融商品取引業者等 

 に対しては、検査結果通知書において問題点を指摘し、改善を求めるほか、 

 重大な法令違反行為等が認められた場合には、内閣総理大臣及び金融庁長官 

 に対して行政処分等を求める勧告を行っています。 

  法人関係情報の管理に関しては、最近、次のような事例が見られ、行政処 

 分を求める勧告を行っています。 

（１）ＳＭＢＣ日興証券(株)に対する検査（平成 24 年４月 13 日勧告）では、法 

    人関係情報に関する管理について不公正取引の防止を図るために必要かつ 

  適切な措置を講じていない業務運営状況、法令違反行為を含む不適切な勧 

  誘行為が認められました。 

   ＳＭＢＣ日興証券(株)においては、その業務に関しＡ社株式の公募増資 

  に係る法人関係情報を受領した営業本部の役員等が、社内規程の手続きを 

  経ずに傘下の営業部店長に同情報を伝達し、また、同情報の厳格な管理に 

  ついて明確な指示をしていませんでした。その結果、少なくとも 21 営業部 

  店において、営業部店長等の指示等により、公表前におけるＡ社株式の公 

  募増資に係る取得申込みの勧誘が行われ、うち８部店 23 営業員が 34 顧客に 

  対し、同情報が公表される以前に同情報を提供して取得申込みの勧誘を行 



  っていました。 

   当社はその後、これらの行為について不適切であると自ら認識し、役職 

  員に対し法人関係情報の管理についての注意喚起等の施策や社内研修を複 

  数回実施するなど、一定の改善を図っていましたが、その対応は不十分な 

  ものでした。 

   当社における上記行為のうち、法人関係情報を提供しての勧誘は、業府 

  令第 117 条第１項第 14 号に該当するものと認められます。また、当社にお 

  ける上記のような法人関係情報の管理態勢は、不公正な取引の防止を図る 

  ために必要かつ適切な措置を講じていないと認められ、業府令第 123 条第 

  １項第５号に該当するものと認められます。 

（２）野村證券(株)に対する検査（平成 24 年７月 31 日勧告）では、 

  i）公募増資案件に係る法人関係情報に関する管理について不公正取引の防 

  止を図るために必要かつ適切な措置を講じていない業務運営状況が認めら 

  れました。 

   具体的には、第１に、内部管理部門の役職員が、当社における法人関係 

  情報の管理態勢の整備・運用状況は適正であり問題は生じ得ないと過信し 

  ていたことなどから、内部管理部門が法人関係情報の管理、営業の実態把 

  握、法令遵守確認等を十分に行っていなかったなど、牽制機能が十分に発 

  揮されていない状況が認められました。 

   また、法令遵守態勢や法人関係情報の適正な管理態勢を構築・運用する 

  責務を負っている役職員が、その責務に照らして求められるべき認識を持 

  たず、不十分な対応に終始したことから、本件問題点を早期に把握・分析 

  し、金融商品取引法の趣旨・目的に照らして適切な対応を取るという金融 

  商品取引業者及び市場のゲートキーパーとして求められる役割を果たして 

  いませんでした。（コンプライアンス態勢に係る問題） 

   第２に、機関投資家営業部署の職員が、同部署内において、収益第一主 

  義の営業態勢等を徹底したことにより、法令遵守意識を欠落させ、公募増 

  資案件に係る法人関係情報の管理が不徹底な状況になっていました。同部 

  署の職員は、「銘柄名を聞かなければ銘柄が推測できても問題ない」など 

  の安易な考えから、恒常的に公募増資案件に係る情報を保有する他部署か 

  ら、公募増資案件に係る法人関係情報又は銘柄名を推知し得る情報を積極 

  的に取得し、営業に活用することが常態化していました。（チャイニーズ 

  ・ウォールを越えた情報の伝達） 

   第３に、機関投資家営業部署内でヘッジファンドを担当する職員は、社 

  内アナリストが知り得る公募増資に係る情報等を聞き出そうと執拗に接触 

  を行い、公募増資案件に係る法人関係情報の積極的な取得を行っていまし 

  た。なお、一部の社内アナリストにおいては、公募増資予定銘柄に関する 

  売買管理部のチェック状況を安易に回答していました。（セールス側から 

  社内アナリストへの積極的な情報取得） 



   第４に、機関投資家営業部署内においては、職員が取得した公募増資案 

  件に係る法人関係情報について、銘柄名を言う場合には、「噂だが」など 

  の付言をすれば問題ないとして、部内で公募増資案件に係る法人関係情報 

  の共有が行われていました。（機関投資家営業部署内での情報共有） 

 ii）そのような状況のなか、有価証券の売買等につき法人関係情報を顧客に 

  提供して勧誘する行為など不適切な業務運営状況が認められました。 

   具体的には、第１に、法人関係情報を保有する部署から恒常的に法人関 

  係情報を入手していたＡ部長は、甲社株式の公募増資案件に係る法人関係 

  情報を入手し、部下のＢ課長とともに、顧客に対し、同情報が公表される 

  以前に、同情報を提供して甲社株式の売買及び公募新株式の取得申込みの 

  勧誘を行っていました。 

   Ｃ部員も、同様に、乙社株式の公募増資案件に係る法人関係情報を入手 

  して、同情報が公表される以前に、顧客に対して同情報を提供して公募新 

  株式の取得申込みの勧誘を行っていました。 

   第２に、社内アナリスト等から情報収集を行い、丙社株式の公募増資案 

  件に係る法人関係情報を入手したＤ部員は、顧客に対し、同情報が公表さ 

  れる以前に、同情報を提供して丙社株式の売買の勧誘を行っていました。 

  当社における上記 i）のような法人関係情報の管理態勢は、不公正な取引 

 の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じていない業務の運営状況にあ 

 るものと認められ、業府令第 123 条第１項第５号に該当するものと認められ 

 ます。また、上記 ii）のような法人関係情報を顧客に提供して勧誘する行為 

 は、業府令第 117 条第１項第 14 号に該当するものと認められます。 

＊文中、意見に関わる部分は、筆者の個人的見解です。 

・ 筆者紹介 河野 一郎 

大阪府出身 1985 年京都大学経済学部卒業後、大蔵省（当時）に入省。金融庁 

総務企画局、証券取引等監視委員会事務局、監督局勤務を経て、2011 年検査局 

総務課長、2012 年 8 月より現職（証券取引等監視委員会事務局総務課長）。 

■証券取引等監視委員会ホームページ 

http://www.fsa.go.jp/sesc/

■証券取引等監視委員会では，新着情報やその活動状況を掲載したメールマガ 

ジンを配信しております。 

http://www.fsa.go.jp/sesc/message/index.htm


